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＊神奈川県民児協の組織＊  

 

神奈川県民児協は、193 の単位民児協会長をもって構成される総会を基盤とし、各

市町村民児協会長である理事による理事会、さらに各ブロックを代表する理事で構成さ

れる常任理事会、正副会長で構成される正副会長会をもって運営しています。 

神奈川県民児協は、会員の代表である市町村民児協会長、法定単位民児協会長によ

って運営されています。 

 なお、神奈川県民児協事務局は、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会が担ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総会：事業計画および予算や事業報告および決算、規定の制定および改廃などを審議しま

す。 

 理事会：事業執行に関する重要な事項や総会に付議する事項、総会の議決で委任された事

項などを審議します。 

 常任理事会：理事会に付議する事項や事業執行に関する事項、理事会の議決で委任された

事項などを協議します。 

 監事会（監事）：本会の会計及び会務を監査します。 

 総合企画委員会：神奈川県民児協の活動方針・計画、事業内容について検討を行います。学

識経験者、各ブロックを代表する民生委員・児童委員、主任児童委員等から構成されていま

す。 

 広報委員会：神奈川県民児協機関紙『県民児協だより』の企画、編集を行います。各ブロック

を代表する民生委員・児童委員、主任児童委員で構成されています。 

 

単位民児協会長 
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令和 5 年度神奈川県民生委員児童委員協議会事業計画 

一斉改選後の新たな体制で、頼り・頼られる民児協をつくろう 

 

令和４年１２月の一斉改選を経て、新たな顔ぶれとなりました。神奈川県民児協には約 4,600 名

の民生委員・児童委員が所属し、地域福祉を担っています。一人ひとりが地域に寄り添うこと、そ

してその力を持ち寄り、一人では解決できないこと、地区を越えた取組が必要なことでも、県民児

協として活動することで、新たなアプローチが可能となり得ます。一人で抱え込まずに、地区で、

市町村で、県域で、仲間とともに活動できるのが民児協です。 

新型コロナウイルス感染症とともにあった前期の取り組みや反省を生かしながら、ウィズコロ

ナ・アフターコロナに向けて、知恵と工夫を持ち寄りながら、「神奈川県版活動強化方策～変わら

ない『きづく・つなぐ・みまもる』活動～」を着実に進めてまいりましょう。 

 

■コロナ禍における取組み方針■ 

世界的パンデミックとなっている新型コロナウイルス感染症はもはや「災害」であると言えます。この

非常時においては、全民児連がまとめた「災害に備える民生委員・児童委員活動１０か条」に基づき、

「自分自身と家族の安全を最優先に考える」こと、「無理のない活動を心がける」ことをまずは大切にし

ます。 

コロナ禍で新たに就任された委員への研修等も引き続き求められることから、知恵と工夫を持ち寄っ

て、ICT やリニューアルしたホームページを有効活用し、新しい生活様式のもと、無理のない範囲での

活動を進めていきます。 

 

＜重点目標＞ 

１．社会的孤立を防ぐための個別支援活動の推進 

委員活動の中心となる個別支援機能。「身近な相談相手」として、委員自身が安心して相談

役を担うためには、対応の基本の理解、つなぎ先を知ること、困ったときの相談先の情報把握

などが必要です。そのための学習機会の充実や、委員活動上の軸となるマニュアルの整備など、

委員自身が安心して活動できるための取り組みを進めます。 

 

２．複雑・多様化する課題を受け止め、つなぐための多様な機関・団体との連携 

地域における生活課題は複雑・多様化しており、一人の人や一つの機関での解決は難しい状

況にあります。委員は「つなぎ役」として、関係機関・団体とのネットワークを生かした活動

が強みとなります。この強みを生かすために、同じ課題に向けて取り組む専門機関や地区社協、

自治会などとの関係づくりを進め、連携を強化します。 

 

３．持続可能な委員活動（制度）のための取り組み 

一斉改選を経るごとに委員の定数は増えています。新たななり手を広めていくためにも、委

員のやりがいや魅力を広めることが重要です。併せて、仕事・子育て・介護をしながらでも活

動できるような、委員の活動の在り方についても整理を進め、持続可能な委員活動(制度)に向

けて、検討を進めます。併せて、関係機関・団体への委員活動の正しい理解啓発を図ります。 

また、委員にとって最も身近な単位民児協機能の重要性を再確認し、「振り返りの機会」と

しての地域版活動強化方策に向けた取り組みを促進します。 
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＜事業内容＞ 

１．会務の運営と企画調整機能の強化 

 本会の適正な運営並びに事業の企画、実施を検討するため、次の会議を開催します。 

(1) 会務の運営 重点１ 

① 総会(決算総会、予算総会) 年 2 回開催  

② 理事会 年 4～5 回開催  

③ 常任理事会 年 4～5 回開催  

④ 正副会長会議 年 4～5 回開催  

⑤ 監事会 年 1 回開催  

  

(2) 企画調整機能の強化 

① 総合企画委員会等  年 4～5 回開催 重点３ 

「神奈川県版民生委員児童委員活動強化方策」（令和４～８年度）に基づき、全国民生委員

児童委員連合会が提案する地域版活動強化方策の作成について、神奈川県民児協では、「今ま

での活動をみんなで振り返り、今後特に力を入れる活動を全委員で共有すること（振り返り）」

として位置づけ、各単位民児協、市町村民児協における取り組みに向けて検討を行います。 

② 広報委員会  年 4 回開催  

機関紙「県民児協だより」の企画及び編集及び、県民児協ホームページの活用に向けた検

討を行います。 

③ 通信員連絡会  年 1 回開催  

地域の動き、意見を反映させるため市町村民児協に通信員を設置し、その連絡会を開催し

ます。 

 

(3) 市町村民児協事務局との連絡調整 重点３ 

① 市町村民児協事務担当者会議 

 本会事業の実施にあたっての事務連絡の他、事務局相互の意見交換や情報交換等をとおし

て、事務局間の連携を図ります。 

② 市町村民児協事務局の情報支援 

各市町村民生委員児童委員協議会事務局への情報支援として、研修や会議の日程などの事

務連絡を電子メールにより随時配信する他、民生委員・児童委員活動に資する情報等の提供

を行います。 

 

(4) 関係機関・団体との連絡調整 

① 県並びに関係機関との連絡調整会議 重点２ 

従来から実施されている連絡調整会議を引き続き実施するとともに、日常的な情報交換や

意見調整が十分に行われるよう、配意します。 

・県行政と常任理事との懇談会 

・児童相談所所長と常任理事との連絡調整会議 

 

(5) 会員慶弔事業 

全国互助事業並びに県民児協互助事業を各要綱に則して実施します。 
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２．個別支援を基本とした民生委員・児童委員活動の確立、単位民児協活動の強化 

(1) 地域福祉活動促進費の交付 

市町村民児協が、民生委員・児童委員活動や研修の充実を目的として実施する事業への支援

として、助成金を交付します。 

 

(2) 民生委員児童委員活動推進事業等の助成 重点３ 

多様化する住民ニーズや地域の福祉課題に沿った単位民児協または市町村民児協事業に対

し、経費を助成します。 

また、全国共励事業の指定単位民児協(2 地区指定)に対し、県民児協としても助成を行いま

す。なお、指定単位民児協への助成は、2 ヵ年指定で実施されます。 

    単位民児協（2 ヶ所）：茅ヶ崎市・逗子市 ＜令和 5・6 年度の 2 ヶ年＞ 

 

(3)  地域版活動強化方策の策定支援 重点３ 

地域版活動強化方策の策定にあたり、経費の助成および出張講座を行います。 
・地域版活動強化方策策定支援助成金 
・地域版活動強化方策策定出張講座 
・地域版活動強化方策 策定支援研修会 

 

 (4) ブロック活動の強化に向けた支援 重点３ 

地域社会の課題が複雑化し、それぞれの地域ごとの特質により、民生委員・児童委員活動上

の課題が生じている状況をふまえ、各ブロックにおける取り組みに対して支援を図ります。 
令和 5 年度は、「持続可能な委員活動（制度）のための取り組み」または、「災害に備える委

員同士の支え合いを考える」をブロック共通テーマとし、各ブロックの実情にあわせてテーマ

を選択し取り組みます。 

 

(5) 民生委員児童委員活動保険加入促進事業の実施 

民生委員・児童委員活動中に発生すると思われる事故に対する補償を目的とした保険に加入

する経費を助成し、民生委員・児童委員が安心して活動できる環境を整えます。 

 

(6) 生活福祉資金の積極的活用、社会福祉協議会との協働の促進 

低所得、障がい者、高齢者世帯の生活自立支援に向けて生活福祉資金制度の積極的活用を図

るとともに、社会福祉協議会などの関係機関との協働を強め、要援護世帯への支援が迅速に行

われるようにします。 

 

 

３．児童委員活動の強化（基盤づくり） 重点１ 

すべての民生委員は児童委員であることを改めて意識し、民児協全体で地域の子どもや子育て

世帯に対し支援ができるよう促すため、児童委員としての活動のあり方の検討や主任児童委員の

役割についての認識を深めていけるよう令和元年度に作成した『親子とかかわり「つながる」た

めの７つのステップ』を活用した協議の場等を作っていきます。 

 

(1) 児童委員・主任児童委員連絡会議 

(2) 児童委員・主任児童委員活動推進会議 

○新  
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４．研修事業の実施 重点１ 

現在の社会状況をふまえ、住民の立場に立って相談・支援活動がなされるよう、民生委員・児

童委員の個別支援機能の発揮に向けた研修や情報交換を行います。 

また、研修テーマについては、市町村民児協やブロック会議等のテーマを考慮しつつ、本会役

員会で発議された課題もテーマとして検討し、課題共有と解決のための知識取得、個々の援助技

術を高めるための内容等、活動上に必要な学びの機会を提供します。 

(1) 市町村民児協会長研修会 

(2) 単位民児協会長研修会 

(3) 新任単位民児協会長研修会 

(4) 課題別集中講座…喫緊の課題に対応をするための考え方や知識、技術を身につけるための

研修を実施します。 

(5) オンライン情報交換会 

 

 

５．情報提供の強化 

(1) 県民児協だよりの発行 重点１ 

会員全員を対象とする唯一の情報支援手段であり、会員の意見や活動の交流、活動に役立つ

情報を収集し、発行します。 

〔部数〕 5,000 部     〔回数〕 年 4 回（6・9・12・3 月発行） 

 

(2) 『神奈川県民生委員児童委員活動概況』の発行 

3 年に一度（一斉改選の次年度）、県民児協の活動を『概況』としてまとめるとともに、全委

員に向け『ダイジェスト版』としても発行します。 

  〔部数〕 冊子：300 部  ダイジェスト版：4,800 部 

 

(3) 民生委員・児童委員活動の広報の強化 重点１ 

 民生委員・児童委員活動が円滑に進められるよう、継続的に広く民生委員・児童委員活動の

周知を、様々な媒体を通じて行います。 

県民児協キャラクター「みんぴょん」を活用し、幅広い世代の住民に対して民生委員・児童

委員のＰＲを行います。 

 

(4) ホームページ活用による情報発信と共有 重点３ 

ホームページでの見やすい・分かりやすい情報の提供や各市町村民児協からの情報発信、コ

ロナ禍におけるタイムリーな情報掲載を充実させるなど、情報発信の強化を図ります。 

 

 

 

 

●県民児協ホームページについて 

令和 3 年度にリニューアルした県民児協ホームページでは、各市町

村や単位民児協においても更新が可能です。更新方法等については市

町村民児協にご確認ください。 

スマートフォンから

も閲覧できます！ 
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６．全国・関東ブロック会議等への参加      

(1) 関東ブロック民生委員・児童委員活動研究協議会 9 月 7・8 日、新潟県新潟市 

(2) 全国民生委員児童委員大会 11 月 21・22 日、広島県広島市 

(3) 民生委員・児童委員リーダー研修会 未定 

(4) 全国児童委員活動研修会 未定 

(5) 全国民生委員指導者研修会（民生委員大学） 2 月予定、東京近郊 

 

 

７．関係団体・機関との連携、協働 

(1) 県社会福祉審議会・県児童福祉審議会、その他県主催の会議等への参加･協力 

(2) 県・横須賀市委託研修事業への協力（民生委員児童委員研修事業：会長部会長研修、新任研

修、テーマ別研修） 

(3) 共同募金運動、社会を明るくする運動等への参加・協力 

(4) 高齢者、青少年、障がい者等の関連団体事業への参加･協力 
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令和5年度神奈川県民生委員児童委員協議会　収入支出予算書（案）

（単位　円）

大
区
分

中
区
分

小区分

28,463,000 29,087,000 △624,000

28,463,000 29,087,000 △624,000

1.会費 28,463,000 29,087,000 △624,000 年会費(@6,500)×実数 28,463,000

9,883,000 14,207,000 △4,324,000

5,247,000 5,523,000 △276,000

1.補助金 5,247,000 5,523,000 △276,000 神奈川県 4,322,000

横須賀市 925,000

0 0 0

1.神奈川県委託費 0 0 0

3,885,000 7,908,000 △4,023,000

3,885,000 7,908,000 △4,023,000 互助事業費補助 1,943,000

共励事業費補助 545,000

取扱事務費補助 1,397,000

751,000 776,000 △25,000

1.民生委員部会助成金 751,000 776,000 △25,000

39,000 39,000 0

39,000 39,000 0

1.物資斡旋収入 9,000 9,000 0

2.雑収入 30,000 30,000 0

4.積立金取崩収入 2,927,000 7,295,000 △4,368,000

1.積立金取崩収入 2,927,000 7,295,000 △4,368,000

1.退任記念品取崩収入 107,000 3,490,000 △3,383,000

2.一斉改選積立金取崩収入 0 1,646,000 △1,646,000

3.運用準備積立金取崩収入 2,820,000 2,159,000 661,000

10,000 10,000 0

10,000 10,000 0

1.基本財産繰入金 10,000 10,000 0

2,200,000 1,200,000 1,000,000

2,200,000 1,200,000 1,000,000

1.前年度繰越金 2,200,000 1,200,000 1,000,000

43,522,000 51,838,000 △8,316,000

説   明

（収入の部）

科目

本年度予算額 前年度予算額 比較増減

民生委員物品売上金

1.会費

1.会費

2.補助金

1.補助金

2.神奈川県委託費

3.全社協助成金

1.全国互助共励事業
  助成金

4.県社協助成金

3.諸収入

1.雑収入

1.繰越金

収入合計

※ 千円未満は切り捨て

預金利息、図書斡旋等

5.繰入金

1.繰入金

6.繰越金
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（単位　円）

大区分 中区分 小区分

14,564,000 14,865,000 △ 301,000

1,218,000 1,621,000 △ 403,000

1.役員会費 1,156,000 1,559,000 △ 403,000 正副会長会議 45,000

常任理事会 219,000

理　事　会 745,000

監　事　会 30,000

総　　　会 117,000

2.役員旅費 21,000 21,000 0

3.役員交際費 31,000 31,000 0 大会参加費・慶弔費用

4.支援・交流費 10,000 10,000 0

13,346,000 13,244,000 102,000

1.職員旅費 6,000 6,000 0 事務局職員

2.需用費 520,000 532,000 △ 12,000 消耗品費 10,000

印刷製本費 484,000

来客接待費 26,000

3.役務費 302,000 276,000 26,000 送金手数料、通信運搬費

4.借料及び損料 241,000 206,000 35,000 会議室使用料 174,000

会計ソフト管理料 67,000

5.備　品　費 10,000 10,000 0

6.負　担　金 12,257,000 12,204,000 53,000 全社協互助共励会費 8,853,000

全民児連会費 3,262,000

関ブロ会費 94,000

県内団体会費等 48,000

7.関ブロ負担金 0 0 0 主催県負担分

8.賃　　　金 10,000 10,000 0 アルバイト賃金

25,588,000 26,036,000 △ 448,000

5,675,000 5,091,000 584,000

1.研修会費 3,463,000 3,812,000 △ 349,000 市町村民児協会長研修 592,000

単位民児協会長研修 935,000

新任単位民児協会長研修 438,000

課題別集中講座 224,000

オンライン情報交換会 94,000

児童委員活動推進関連事業 450,000

活動強化方策策定支援研修会 203,000

研修企画用PC・プリンターリース料 97,000

研修企画用通信運搬費等 430,000

2.全国会議等研修会 2,212,000 1,279,000 933,000 全国大会 1,340,000

関東ブロック活動研究協議会 774,000

全国民生委員指導者研修会 98,000

全国児童委員活動研修会（web) 0

民生委員リーダー研修会（web) 0

3.資料購入費 0 0 0

4,817,000 6,221,000 △ 1,404,000

1.委員会費 674,000 727,000 △ 53,000 総合企画委員会 293,000

広報委員会 185,000

　 　 通信員連絡会 196,000

（支出の部）
科　　　　　　目

本年度予算 前年度予算
比較増減
（△）

説　　　　　　明

1.運　営　費

1.役　員　費

正副会長・各種委員会委員等

2.管　理　費

民生委員児童委員活動関連資料→活動推進費へ

2.育成事業費

1.研　修　費

2.調査広報費
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大区分 中区分 小区分

科　　　　　　目
本年度予算 前年度予算

比較増減
（△）

説　　　　　　明

2.広報活動費 3,999,000 5,452,000 △ 1,453,000 県民児協だより発行費 2,434,000

民生委員児童委員活動PR作成費 703,000

個別援助票の手引き作成費 0

HP管理費、広報活動用PCリース料 251,000

情報提供等通信運搬費等 611,000

3.連絡調整 144,000 42,000 102,000 事務担当者会議 24,000

　会議費 児相長との連絡会議費 60,000

県行政との懇談会 60,000

15,086,000 14,714,000 372,000

1.市町村民児協 9,886,000 9,857,000 29,000

　支援費

2.活動推進費 4,468,000 4,125,000 343,000 個別援助票等印刷代 47,000

ブロック別活動助成費 770,000

保険掛金助成金 1,402,000

活動強化方策支援金 644,000

民生委員児童委員活動関連資料 720,000

活動概況 885,000

3.指定民児協 732,000 732,000 0 指定民協助成 202,000

推進費 活動推進事業 530,000

全国・県単指定事業報告会 0

10,000 10,000 0

1.物資斡旋費 10,000 10,000 0

3,235,000 6,968,000 △ 3,733,000

1,290,000 1,390,000 △ 100,000

1.県単弔慰金 450,000 440,000 10,000

2.県単見舞金 840,000 950,000 △ 110,000

1,838,000 2,035,000 △ 197,000

1.全国弔慰金 620,000 715,000 △ 95,000

2.全国見舞金 1,218,000 1,320,000 △ 102,000

107,000 3,543,000 △ 3,436,000

1.退任記念品作成費 107,000 3,543,000 △ 3,436,000

125,000 3,959,000 △ 3,834,000

125,000 3,959,000 △ 3,834,000

1.退任記念品積立金等 105,000 3,939,000 △ 3,834,000 退任記念品積立金

2．運用準備金積立金 10,000 10,000 0 運用準備金

3.一斉改選積立金 10,000 10,000 0 一斉改選準備積立金

10,000 10,000 0

10,000 10,000 0

1.予　備　費 10,000 10,000 0

43,522,000 51,838,000 △ 8,316,000

※当該年度の定数を基準に積算

1.予　備　費

民生委員バッジ・ネックレス等

3.互助事業費

支　　出　　合　　計

1.県単互助事業費

4.物資斡旋費

2.全国互助事業費

3.退任記念品作成費

4.積　立　金

1.積　立　金

5.予　備　費

3.地域福祉活動費

※ 千円未満は切り上げ   
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神奈川県民生委員児童委員協議会会則 

 

第１章 総    則 

（名  称） 

第１条 本会は、神奈川県民生委員児童委員協議会という。 

 

（事務局の所在地） 

第２条 本会の事務局は、横浜市神奈川区におく。 

 

（目  的） 

第３条 本会は、会員の資質向上、相互の連絡提携、及び親睦をはかるとともに民間の奉仕者としての活動を強

化し、社会福祉の発展向上に努めることを目的とする。 

 

（事  業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 (1) 民生委員児童委員の職務を遂行するに必要な各種調査、研究、研修会等の開催 

 (2) 会員の互助及び親睦 

 (3) 神奈川県社会福祉協議会との有機的連携と協力 

 (4) 関係機関との連絡及び提携 

 (5) その他目的達成のために必要な事業 

 

第２章 組織及び役員 

（会  員） 

第５条 本会は、神奈川県民生委員児童委員を会員として組織する。 

 

（役  員） 

第６条 本会に次の役員をおく。 

 (1) 理 事  市町村民生委員児童委員協議会の数に基づく人数とする。 

 (2) 監 事  ２名 

２ 理事のうち、常任理事を選出し、常任理事たる会長１名、副会長３名をおく。 

３ 常任理事については、合併等により市町村数に変更が生じた場合には、次期の一斉改選時に新たに定める。 

 

（役員の選任） 

第７条 会長、副会長、常任理事は、理事の互選とし総会の承認を得る。 

２ 理事は、市町村民生委員児童委員協議会会長とする。 

３ 監事は、理事会において選任し、総会の承認を得る。ただし、監事は理事を兼ねることはできない。 

 

（職  務） 

第８条 会長は、本会の会務を統括し、会長のみが本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を 

代行する。 

３ 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を執行する。 
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４ 理事は、理事会を組織し、会務の重要な事項を執行する。 

５ 監事は、本会の会計及び会務を監査する。 

 

（任  期） 

第９条 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行う。 

３ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧  問） 

第10条 本会に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、重要な会務について、会長の諮問にこたえる。 

 

第３章 会    議 

（会  議） 

第11条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする 

２ 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし総会の議長は出席者の中から選出する。 

３ 会議は、定数の半数以上の出席（ウェブ会議システム上での出席を含む）がなければ開くことができない。 

４ 会長は、特別の事情があるときは書面をもって意見を求め、会議に代えることができる。 

 

（議  事） 

第12条 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

２ 会議に出席できない理事、地区民児協会長（民生委員法第25条に定めるところの民生委員協議会会長）

は、あらかじめ通知された事項について、代理者にその権限を委任し、または書面をもって議決に加わる

ことができる。 

３ 会長は、特別の事情があるときは書面をもって意見を求め、評決に代えることができる。 

 

（総  会） 

第13条 総会は、年２回開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。 

２ 総会は、地区民児協会長をもって構成し次の事項を審議する。 

 (1) 規定の制定および改廃に関すること 

 (2) 事業計画および予算に関すること 

 (3) 事業報告および決算に関すること 

 (4) その他会長が付議した事項 

 

（理事会） 

第14条 理事会は次に掲げる事項を審議する。 

 (1) 事業執行に関する重要な事項 

 (2) 総会に付議する事項 

 (3) 総会の議決で委任された事項 

 (4) その他会長が付議した事項 

２ 監事は、理事会に出席することができる。ただし議決に加わることはできない。 
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（常任理事会） 

第15条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、次の事項を協議する。 

 (1) 理事会に付議する事項 

 (2) 事業執行に関する事項 

 (3) 理事会の議決で委任された事項 

 (4) その他会長が付議した事項 

 

第４章 部会及び委員会 

（部会及び委員会） 

第16条 本会の事業を効果的に行うため、部会を設けさらに必要あるときは委員会を設けることができる。 

２ 部会及び委員会に関する規定は、別に定める。 

 

第５章 資産及び会計 

（経  費） 

第17条 本会の経費は会費、補助金、委託金、寄付金その他の収入をもってあてる。 

 

（予  算） 

第18条 本会の予算は、事業計画とともに会長が作成し、理事会の議を経て、毎会計年度開始前、総会の議

決を経なければならない。 

 

（決  算） 

第19条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て総

会の承認を経なければならない。 

 

（会計年度） 

第20条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 

（特別会計） 

第21条 本会は、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。 

 

第６章 事 務 局 

（事務局） 

第22条 本会の会務を処理するために、事務局を設ける。 

２ 事務局に関する規定は、別に定める。 

 

第７章 会則の改定 

（会則の改定） 

第23条 この会則を改定しようとするときは、理事会の議を経て、総会出席者の３分の２以上の 

 議決を必要とする。 
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 付  則 

１ この会則は、昭和44年６月19日から施行する。 

 

 付  則 

１ この会則は、昭和58年４月1 日から施行する。 

２ 役員の任期は、第９条の規定に関わらず、昭和58年11月30日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、昭和59年３月27日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、昭和60年４月１日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、平成４年12月18日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、平成７年12月１日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、平成９年６月14日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は、平成10年12月１日から施行する。 

 

 付  則 

この会則は､平成12年６月13日から施行する｡ 

 

 付  則 

この会則は､平成18年３月27日から施行する｡ 

 

 付  則 

この会則は､平成19年12月25日から施行する｡ 

 

 付  則 

この会則は､令和3年6月29日から施行する｡ 

 

 付  則 

この会則は､令和4年7月4日から施行する｡ 
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神奈川県民生委員児童委員協議会総合企画委員会設置要綱 
 
（主旨） 
 第 1 条 この要綱は、神奈川県民生委員児童委員協議会（以下、「県民児協」という）・

総合企画委員会（以下、「委員会」という）の設置、運営等に関して、必要な事項を定

めるものとする。 
 
（所掌事務） 
 第 2 条 県民児協の活動方針・計画、事業内容についての検討をおこなう。 
 
（委員会の構成） 
 第 3 条 委員会は、次にあげる者をもって構成する。 
 （１）学識経験者 
 （２）県民児協役員 
 （３）地区民児協会長 
 （４）主任児童委員・民生委員児童委員 
 （５）市町村民児協事務局 
 （６）県所管課 
 ２ 委員の数は若干名とする。 
 ３ 委員会に委員長 1 名を置く。委員長は委員の互選とする。 
４ 必要に応じて委員会の下にワーキング・グループを設置することができる。 

 ５ 必要に応じてオブザーバーを設置することができる。 
 
（委員長） 
 第４条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その会議の議長となる。 
 ２ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 
 ３ 委員長は必要に応じて、関係者を臨時委員として会議に招くことができる。 
 
（任期） 
 第 5 条 委員の任期は３年とする。ただし、再任をさまたげない。 
 ２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（事務局） 
第６条 委員会の事務局は県民児協に置く。 
 
（委任） 
 第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が

別に定める。 
 
 附則 
１ この要綱は、平成 10 年６月１日から施行する。 
２ 当初の委員の任期は、第５条にかかわらず、平成 11 年 3 月 31 日までとする。 
３ この要綱は、平成 12 年 12 月 18 日から施行する。 
４ この要綱は、平成 14 年３月 11 日から施行する。 
５ この要綱は、平成 20 年５月 19 日から施行する。 
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神奈川県民生委員児童委員協議会広報委員会設置要綱 
 
（設 置） 
第 1 条 神奈川県民生委員児童委員協議会会則第 16 条の規程により、広報委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 
（目 的） 
第 2 条 委員会は、神奈川県内における民生委員児童委員活動の状況を中心にとりあげ、情報提供に

よる会員の意識の高揚を目的に発行する機関紙の編集にあたる。 

 
（構 成） 
第 3 条 委員会は、委員若干名をもって組織し、うち 1名を委員長、1 名を副委員長とする。 

 
（委 嘱） 
 第４条 委員は、会員、機関紙の編集に関して専門的知識を有する者の中から、常任理事会の同意を

得て、会長が委嘱する。 

 

（服 務） 
 第 5条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。 

 ２ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 
（任 務） 
 第６条 委員の任期は 3 年とする。ただし、再任は妨げない。 

 ２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員会） 
 第 7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

 
附 則 
この要綱は、昭和 58 年 4月 1 日から施行する。 

この要綱は、昭和 61 年 12 月 1日から施行する。 

この要綱は、平成７年 6月 15日から施行する。 

 
 

16



神奈川県民生委員児童委員協議会ブロック別活動運営要綱 

 

１．目的 

 民生委員児童委員活動を地域レベルで推進し、会員の資質向上、相互の連絡提携およ

び親睦をはかるとともに、民間の奉仕者としての活動を強化し、社会福祉の発展向上に

寄与することを目的とする。 

 また、神奈川県民生委員児童委員協議会（以下、県民児協）の運営に各市町村民児協

の意見等を反映させるため、常任理事の選出母体とするとともに、各種委員会の委員等

を選出する基本単位とする。 

 

２．活動 

 上記の目的を具体化するための事業として、以下のとおり例示する。 

 (1) ブロック内民児協会議および打合せ 

 (2) 研修会 

 (3) 関係機関連絡会 

 (4) 役員・委員の選出 

 (5) その他、ブロック内の情報交換や連携を目的とする活動 

 

３．組織 

 ブロック区分は、地域の特性やこれまでの活動上の関係性を勘案し、県内に６つのブ

ロックを設置するものとする。 

ブロック内には幹事民児協をおくことができる。幹事民児協は、県民児協常任理事の指

導のもとに会議運営に関する事務、活動経費の管理等を行う。また幹事民児協会長は、

常任理事との協力により会議等の司会等、ブロック会議の運営を行う。 

 

４．助成 

 ブロック別活動の活動経費は、県民児協からの活動助成費をもって充てる。ただし、

ブロック内全市町村の合意により、各市町村民児協による負担金等を拠出することがで

きる。 

 この他、助成の内容ならびに方法については、別途運営要領を定める。 

 

５．附則 

 この要綱は、平成 31年 4 月 1日から施行する。 
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神奈川県民生委員児童委員協議会役員及び会員の旅費支給要綱 

 
（趣  旨）  
 第１条 この要綱は、神奈川県民生委員児童委員協議会（以下「県民児協」という。）役

員及び会員が県民児協の用務のため旅行する場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定

めるものとする。  
 
 
（旅費の種類）  
 第２条 旅行は、県内旅行及び県外旅行の２種類とする。  
 ２ 県内旅行は、神奈川県内における旅行及び東京都の区に存する区域との間における旅

行をいう。  
 ３ 県外旅行は、前項に定める領域を除いた本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれら

に附属する島の存する領域をいう。以下同じ。）内並びに本邦と前項に定める区域との

間における旅行をいう。  
 
 
（旅費の支給）  
 第３条 役員及び会員が旅行命令を受けて県民児協の用務のため旅行した場合、当該者に

対し旅費実費及び別表による日当を支給する。  
 ２ 役員及び会員以外の者が、県民児協の依頼を受けて県民児協の用務のため旅行した場

合、当該者に対し県社協の例に準じ旅費を支給する。  
 
 
（旅行命令）  
 第４条 旅行は、会長が発する旅行命令によっておこなわなければならない。  
 ２ 会長は、県民児協役員及び会員に対し、業務の円滑な遂行を図るため必要であり、か

つ、旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。  
 
 
（準用規定）  
 第５条 外国旅行、その他この要綱に定めのない事情については、神奈川県社会福祉協議

会の例による。  
 
 
（委  任）  
 第６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が定める。  
 
 
 附  則  
 １．この要綱は、平成８年４月 17 日から施行し、平成８年４月１日から適用する。  
 ２．この要綱は、平成９年４月１日から適用する。  
 ３．この要綱は、平成 11 年４月 16 日から施行し、平成 11 年４月１日から適用する。  
 ４．この要綱は、平成 15 年４月１日から適用する。  
  

18



 
別  表  
 
１．県民児協役員及び会員支給の日当・宿泊料及び食事料  
 

日  当 

（１日につき） 

宿泊料（１夜につき） 
食事料 

（１夜につき） 
甲地方 乙地方 

２，３００円 １２，５００円 １１，２００円 ２，３００円 

 
備考 この表中甲地方とは、神奈川県並びに東京都、大阪府、兵庫県、福岡県、名古屋市

及び京都市のうち、神奈川県の規則で定める地域をいう。乙地方とは、その他の地域

をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。  
 
 
２．県民児協事業への参加支給内容  
（１）旅費実費と日当支給  
    正副会長会議  
    常任理事会  
    理事会  
    監事会  
    総合企画委員会  
    広報委員会  
    各種検討委員会  
    各種連絡会  
 
（２）市町村民児協負担  
    総  会  
    県民児協主催研修会等  
    県社協主催研修会等  
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神奈川県民生委員児童委員協議会互助事業運営要綱 

 

１． 趣 旨 

会員の互助を目的として民生委員児童委員相互の親睦をはかる。 

 

２． 事業の実施主体 

この事業の実施主体は、神奈川県民生委員児童委員協議会(以下、「県民児協」という)とする。 

 

３． 会員及び運営資金 

会員は神奈川県民生委員児童委員とし、この事業は県民児協一般会計の会費をもって運営資

金とする。会費は、毎年会計年度開始前の総会の決議を経て定める。 

 

４． 事業の内容 

会員に対し、次に該当する場合給付を行う。申請は、(１)から(５)にあげる事項の発生後１年

以内に行うこと。 

（1） 死亡弔慰（但し退任記念品を併せて贈る） 

ア 会員が死亡したとき      

(ア) 公務上死亡したとき(公務死亡)  30,000 円 

(イ) 死亡したとき(一般死亡)     20,000 円 

イ 会員の配偶者が死亡したとき    10,000 円 

（2） 傷病見舞 

会員が傷病にかかったとき 

ア 公務上傷害を受けたとき(公務傷害)        10,000 円 

イ 公務に起因する疾病にかかったとき（公務疾病） 10,000 円 

ウ 入院・通院など発生後１ヶ月以上の療養を必要とした傷病にかかったとき 

（一般傷病）                        10,000 円 

（3） 出産祝 

会員が出産したとき       10,000 円 

（4） 災害見舞 

会員自宅が災害により全壊・大規模半壊・中規模半壊または半壊・準半壊したとき 

10,000 円 

（5） 退任慰労 

在任期間が３年以上の会員が退任したとき       記 念 品 

 

５． 給付内容 

（1） 弔慰及び見舞は「県民児協」として金員によって行う。 

（2） 退任慰労は「県民児協」として県民児協作製による記念品を贈る。 

（3） 会員の死亡弔慰にあたっては県民児協会長の弔辞（県民児協互助様式第 1号）を贈る。 

会員の退任にあたっては、県民児協のあいさつ（県民児協互助様式第 2 号）を贈る。 

なお、死亡による退任の場合は遺族に対し県民児協会長のあいさつ（県民児協互助様

式第 3 号）を贈る。 
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６． 申請手続 

市町村民児協会長は、管内の民生委員・児童委員またはその遺族から死亡、傷病または災害

に対して申し出があったときはその事実を確認のうえ、全国民生委員互助共励事業による給付

金申請書（全国互助様式第 2 号）によりあらかじめ定められた書類を添付して毎月 10 日までに

県民児協会長に申請する。 

なお、出産祝いについては、県民児協互助申請様式（出産祝金）「会員出産祝い金 申請書」

及び「出産確認書」を用いることとし、3 年 1 期のみの退任慰労については「退任慰労（3 年 1
期のみ）申請書」及び「退任確認書（互助様式第 8 号）を用いることとする。 

 

７． 県民児協の業務 

（1）県民児協会長は、市町村民児協会長からの給付金申請書を受けて毎月末に審査をし、決

定したものを受付処理台帳に記入する。 

（2）県民児協事務局は毎月末に市町村民児協事務局あて、全国互助事業および県民児協互助

事業の給付決定通知書を送付し、併せて給付金を種類別に分類し、領収書を添えて送金

する。 

 

８． その他 

この要綱に定めるもののほか、神奈川県民生委員児童委員互助共励事業に関する必要な事項

は神奈川県民児協会長が別途定めるものとする。 

 

 

 

附  則 

この要綱は、昭和 44 年 6 月 19 日から設置する。 

この要綱は、昭和 46 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、昭和 49 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、昭和 52 年 12 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、昭和 55 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、昭和 62 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 6 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から一部改正する。 

この要綱は 令和 3 年 2 月 18 日から一部改正し、「準半壊」基準は令和 2 年 4 月 1 日以降発生し

た災害にさかのぼり適用する。 

この要綱は 令和 4 年 2 月 4 日から一部改正し、「中規模半壊」基準は令和 2 年 7 月 3 日以降発生

した災害にさかのぼり適用する。 

この要綱は 令和 4 年 11 月 14 日から一部改正する。 
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（参考：互助事業 給付内容一覧） 

 

令和 4 年 12 月 1 日より 

区  分 県 民 児 協 全 国 

死

亡

弔

慰 

公 務 死 亡 

30,000 円 

(退任記念品を併せて給付。記念品の

考え方は、「退任慰労」欄を参照。） 

  200,000 円以内 

一 般 死 亡 

20,000 円 

(退任記念品を併せて給付。記念品の

考え方は、公務死亡と同様とする。） 

 30,000 円 

配偶者死亡 10,000 円 10,000 円 

傷

病

見

舞 

公 務 傷 害 

10,000 円   150,000 円以内 

公 務 疾 病 

一 般 傷 病 
1 ヵ月以上 

10,000 円 

２ヵ月以上  10,000 円 
１ヵ月以上２ヵ月未満   

8,000 円 

会員出産祝い金 10,000 円 ――― 

災

害

見

舞 

全壊・大規模半壊 

・中規模半壊 
10,000 円 100,000 円 

半壊・準半壊 10,000 円 50,000 円 

退任慰労 

＜記念品＞  

全国の退任慰労金は退任記念品（現在は、クオカード）の作製費に充

てる。 

記念品は、任期 3 年以上の委員にお渡しするとし、渡す記念品は次

のとおり。 

3 年：2,000 円相当 

3 年を越える 9 年未満：3,000 円相当 

9 年以上 15 年未満：4,000 円相当 

15 年以上：5,000 円相当 

 

※県民児協と全社協の制度では、取扱が一部異なりますので、ご確認ください。 

 

※委員の死亡弔慰については、上記互助事業のほかに、県社協から 3,000 円の弔慰金が交付され

ます(互助給付金とは別途送金され、県社協民生委員児童委員部会より通知されます)。 
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理 事 ・ 監 事 ・ 顧 問 

単 位 民 児 協 会 長 

市 町 村 民 児 協 

名  簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次頁以降の内容については、令和 5 年 4 月 1日（予定）の内容を記載しております。 
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神奈川県民生委員児童委員協議会                   

役 員 名 簿 

 
  
 ◎会長 ○副会長 ☆常任理事 （無印＝理事）      

№ 地 域 名  氏    名 
 

№ 地 域 名 
 

氏    名 

1 横 須 賀 市 ○ 白 井 幸 江 
 

20 寒 川 町 
 

森 井 順 子 

2 平 塚 市 ○ 小 原 公 一 
 

21 大 磯 町 
 

織 戸   明 

3 鎌 倉 市  千 代 美和子 
 

22 二 宮 町 
 

守 屋 保 子 

4 藤 沢 市 ◎ 三 觜 壽 則 
 

23 中 井 町 
 

石 鍋 勝 夫 

5 小 田 原 市  岡 田   健  
 

24 大 井 町 
 

寺 下 かつ子 

6 茅 ヶ 崎 市 ☆ 木 下   操  
 

25 松 田 町 ☆ 小 野 治三郎 

7 逗 子 市  坂 口 敏 子 
 

26 山 北 町  瀬 戸 一 男 

8 三 浦 市 ☆ 笹 谷 月 慧 
 

27 開 成 町  瀬 戸 俊 彦 

9 秦 野 市  田 村 正 一 
 

28 箱 根 町  村 上 ちず子 

10 厚 木 市 ☆ 宮 本    隆 
 

29 真 鶴 町 ☆ 横 山   公 

11 大 和 市 ☆ 村 上 法 芳 
 

30 湯 河 原 町 
 

布施谷 日出一 

12 伊 勢 原 市 ☆ 白 鳥   勉 
 

13 海 老 名 市  田 中 昭 雄 
 

 

14 座 間 市  橋 本 孝 一 
 

監 事 名 簿 

15 南 足 柄 市  井 出 晴 明 
 

1 茅 ヶ 崎 市 井 上   明 

16 綾 瀬 市 ○ 二ノ宮 要 子 
 

2 逗 子 市 市 川   悟 

17 愛 川 町  小 島 重 夫 
 

  
 

 

18 清 川 村  山 田 富 夫 
 

顧 問 名 簿 

19 葉 山 町  萩 原 幹 子 
 

1 桐 生 行 雄 
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民生委員・児童委員数については定数（令和5年4月1日時点）です。

横須賀市 18地区　584人（区域担当545人・主任児童委員39人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 港 南 所　隆一 26 2 28

2 下 町 瀧野　　子 49 3 52

3 上 町 第 1 片山　満里 17 2 19

4 上 町 第 2 今津　直記 26 2 28

5 追 浜 矢内　敏郎 46 3 49

6 田 浦 藥袋　豊夫 28 2 30

7 逸 見 石坂　千惠子 14 2 16

8 衣 笠 第 1 井澤　與 39 2 41

9 衣 笠 第 2 檜山　直春 37 2 39

10 大 津 嶋口　司 39 2 41

11 浦 賀 本多　利夫 41 3 44

12 鴨 居 松本　加代子 33 2 35

13 久里浜第 1 加藤　光子 36 2 38

14 久里浜第 2 君島　富美江 28 2 30

15 北 下 浦 川村　和子 34 2 36

16 武 山 臼井　惠美子 22 2 24

17 長 井 〇 白井　幸江 14 2 16

18 大 楠 玉泉　隆治 16 2 18

545 39 584

23地区　408人（区域担当362人・主任児童委員46人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 富 士 見 橘川　尚子 26 2 28

2 崇 善 内田　実 25 2 27

3 松 原 武井　和夫 10 2 12

4 港 荒木　學 21 2 23

5 花 水 〇 小原　公一 26 2 28

6 な で し こ 小室　修二 13 2 15

7 八 幡 山田　実 10 2 12

8 真 土 齋藤　靖彦 10 2 12

9 四 之 宮 小玉　洋忠 16 2 18

10 中 原 佐草　恭造 18 2 20

11 南 原 岩﨑　悦子 9 2 11

12 松 が 丘 五十嵐　都 12 2 14

単位民児協会長名簿

○は会長を表します。

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数

平塚市

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数
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区域担当委員 主任児童委員 合計

13 豊 田 島村　明美 7 2 9

14 田 村 和田　守兄 16 2 18

15 大 神 小室　次男 9 2 11

16 横 内 今井　髙次 15 2 17

17 城 島 山﨑　正 8 2 10

18 岡 崎 菅原　勝史 12 2 14

19 金 田 井上　勝博 13 2 15

20 土 沢 中山　裕史 12 2 14

21 旭 南 松田　眞一 26 2 28

22 旭 北 岩井　良男 26 2 28

23 金 目 吉村　眞一 22 2 24

362 46 408

10地区　226人（区域担当206人・主任児童委員20人）

1 第 一 三橋　誠 20 2 22

2 第 二 莇　依子 17 2 19

3 第 三 太田　由美子 23 2 25

4 第 四 和田　恒夫 19 2 21

5 第 五 田島　重雄 15 2 17

6 第 六 宮田　進 24 2 26

7 第 七 角田　孝子 23 2 25

8 第 八 尾島　珠世 23 2 25

9 第 九 平井　潤子 25 2 27

10 第 十 〇 千代　美和子 17 2 19

206 20 226

16地区　520人（区域担当485人・主任児童委員35人）

1 藤 沢 東 部 板原　直枝 32 2 34

2 藤 沢 西 部 石井　康子 28 2 30

3 善 行 児玉　文卿 39 3 42

4 鵠 沼 東 佐藤　眞知子 35 2 37

5 鵠 沼 南 平山　道彦 32 2 34

6 村 岡 三浦　絹子 29 2 31

7 片 瀬 　田　吉弘 29 2 31

8 辻 堂 東 末吉　育子 32 2 34

9 辻 堂 西 杉澤　寛治 24 2 26

10 明 治 〇 三觜　壽則 29 2 31

11 六 会 堀口　陽子 38 3 41

12 長 後 原田　稔 35 2 37

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数

鎌倉市

藤沢市

角
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区域担当委員 主任児童委員 合計

13 御 所 見 大山　睦子 26 2 28

14 遠 藤 重田　幸雄 13 2 15

15 湘 南 大 庭 森　もと江 31 2 33

16 湘 南 台 道端　薫 33 3 36

485 35 520

26地区　344人（区域担当292人・主任児童委員52人）

1 緑 大野　直美 10 2 12

2 新 玉 中島　秀子 9 2 11

3 万 年 髙橋　二三代 7 2 9

4 幸 加藤　祥子 9 2 11

5 十 字 　我　由美 6 2 8

6 足 柄 瀬戸　昌子 8 2 10

7 芦 子 〇 岡田　健 12 2 14

8 二 川 土屋　桂一郎 8 2 10

9 東 富 水 磯﨑　伸子 19 2 21

10 富 水 小林　財子 19 2 21

11 久 野 杉﨑　光男 16 2 18

12 大 窪 小林　美由紀 11 2 13

13 早 川 本田　耕士 11 2 13

14 山王網一色 岩田　隆一 8 2 10

15 下 府 中 御手洗　秀男 17 2 19

16 富 士 見 清藤　秀子 7 2 9

17 桜 井 山本　寛 19 2 21

18 豊 川 山室　秀子 13 2 15

19 上 府 中 田邉　淳子 12 2 14

20 下 曽 我 穂坂　雄司 6 2 8

21 国 府 津 小澤　良一 17 2 19

22 酒 匂 五十嵐　尚美 22 2 24

23 片 浦 押田　道子 4 2 6

24 曽 我 稲毛　竹男 7 2 9

25 前 羽 椎野　千鶴子 5 2 7

26 橘 北 石塚　ミドリ 10 2 12

292 52 344

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数

小田原市
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13地区　329人（区域担当303人・主任児童委員26人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 茅 ヶ 崎 井上　明 24 2 26

2 茅 ヶ 崎 南 鈴木　ひとみ 19 2 21

3 南 湖 石井　忠彦 13 2 15

4 海 岸 丸山　泰 28 2 30

5 鶴 嶺 東 〇 木下　操 30 2 32

6 鶴 嶺 西 濱田　盛厚 20 2 22

7 湘 南 和賀　始 22 2 24

8 松 林 小澤　雅子 28 2 30

9 湘 北 池田　富士夫 34 2 36

10 小 和 田 山田　恒久 19 2 21

11 松 浪 髙田　陽子 28 2 30

12 浜 須 賀 安倍　澄子 20 2 22

13 小 出 毛利　和夫 18 2 20

303 26 329

3地区　80人（区域担当74人・主任児童委員6人）

1 東 部 ○ 坂口　敏子 26 2 28

2 中 部 市川　悟 20 2 22

3 西 部 産形　喜江 28 2 30

74 6 80

3地区　90人（区域担当83人・主任児童委員7人）

1 三 崎 脇谷　和之 42 3 45

2 南 下 浦 村山　淸文 25 2 27

3 初 声 ○ 笹谷　月慧 16 2 18

83 7 90

12地区　260人（区域担当236人・主任児童委員24人）

1 本 町 木村　万里子 24 2 26

2 南 和田　房枝 23 2 25

3 東 小澤　みつ江 18 2 20

4 北 内野　三郎 16 2 18

5 大 根 中志　陽一 17 2 19

6 西 添野　幹子 22 2 24

7 渋 沢 石川　義雄 23 2 25

8 末 広 水流　嘉津子 21 2 23

9 南 が 丘 須永　克子 15 2 17

10 広 畑 北村　均 15 2 17

11 鶴 巻 丸山　清江 23 2 25

12 堀 川 〇 田村　正一 19 2 21

236 24 260

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数

逗子市

三浦市

秦野市

茅ヶ崎市
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15地区　304人（区域担当273人・主任児童委員31人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 厚 木 北 宮盛　康友 28 2 30

2 厚 木 南 佐藤　由利子 17 2 19

3 依 知 北 菅野　道男 19 2 21

4 依 知 南 加藤　延幸 13 2 15

5 睦 合 北 曾根　茂 11 2 13

6 睦 合 南 小澤　彰 22 2 24

7 睦 合 西 小泉　京子 12 2 14

8 荻 野 古道　弘 30 2 32

9 小 鮎 〇 宮本　隆 19 2 21

10 南 毛 利 北 相橋　裕 42 3 45

11 南 毛 利 南 江良　泰成 14 2 16

12 玉 川 三橋　貞夫 8 2 10

13 相 川 秦　啓子 19 2 21

14 緑 ヶ 丘 井上　敏昭 10 2 12

15 森 の 里 岡田　和男 9 2 11

273 31 304

11地区　277人（区域担当255人・主任児童委員22人）

1 下 鶴 間 村瀬　てる代 33 2 35

2 中 央 林 間 菊地　美智子 26 2 28

3 南 林 間 坂本　真弓 32 2 34

4 鶴 間 畠山　俊次 26 2 28

5 深 見 大 和 〇 村上　法芳 25 2 27

6 上 草 柳 鈴木　トシ子 16 2 18

7 中 央 力武　美也子 21 2 23

8 桜 丘 仲戸川　満男 12 2 14

9 和 田 平野　あや子 23 2 25

10 福 田 北 菊地　慶子 18 2 20

11 福 田 南 村山　明彦 23 2 25

255 22 277

6地区　144人（区域担当131人・主任児童委員13人）

1 伊 勢 原 北 金子　末廣 25 2 27

2 伊 勢 原 南 宮崎　八重子 31 2 33

3 大山高部屋 伊藤　末治 19 2 21

4 比 々 多 萩原　雅 14 2 16

5 成 瀬 ○ 白鳥　勉 31 3 34

6 大 田 佐藤　惠子 11 2 13

131 13 144

民生委員・児童委員数

厚木市

番号 地区名 氏名

大和市

伊勢原市
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6地区　157人（区域担当145人・主任児童委員12人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 北 部 ○ 田中　昭雄 21 2 23

2 東 部 江﨑　みや子 28 2 30

3 中 央 田中　純子 24 2 26

4 中 部 佐藤　隆治 21 2 23

5 西 部 榮　芳朗 23 2 25

6 南 部 金子　幸枝 28 2 30

145 12 157

6地区　144人（区域担当132人・主任児童委員12人）

1 第 一 中村　由美 27 2 29

2 第 二 植松　静雄 24 2 26

3 第 三 〇 橋本　孝一 19 2 21

4 第 四 藤見　睦彦 24 2 26

5 第 五 稲垣　文野 19 2 21

6 第 六 清水　春男 19 2 21

132 12 144

2地区　61人（区域担当57人・主任児童委員4人）

1 中 央 伊藤　健一 31 2 33

2 岡 本 ○ 井出　晴明 26 2 28

57 4 61

6地区　132人（区域担当120人・主任児童委員12人）

1 中 央 藤原　百合子 24 2 26

2 綾 南 中川　紀夫 19 2 21

3 綾 北 矢澤　洋 20 2 22

4 寺 尾 〇 二ノ宮　要子 26 2 28

5 西 部 井田　智之 15 2 17

6 早 園 小関　容子 16 2 18

120 12 132

2地区　64人（区域担当59人・主任児童委員5人）

1 南 深沢　修 34 3 37

2 北 ○ 小島　重夫 25 2 27

59 5 64

1地区　10人（区域担当8人・主任児童委員2人）

1 清 川 村 ○ 山田　富夫 8 2 10

海老名市

番号 地区名
民生委員・児童委員数

座間市

南足柄市

綾瀬市

愛川町

清川村

氏名
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1地区　54人（区域担当51人・主任児童委員3人）

区域担当委員 主任児童委員 合計

1 葉 山 町 ○ 萩原　幹子 51 3 54

3地区　73人（区域担当68人・主任児童委員5人）

1 南 部 小西　悦子 22 2 24

2 中 部 三留　当美代 22 1 23

3 北 部 ○ 森井　順子 24 2 26

68 5 73

1地区　54人（区域担当52人・主任児童委員2人）

1 大 磯 町 ○ 織戸　明 52 2 54

1地区　47人（区域担当44人・主任児童委員3人）

1 二 宮 町 ○ 守屋　保子 44 3 47

1地区　25人（区域担当23人・主任児童委員2人）

1 中 井 町 ○ 石鍋　勝夫 23 2 25

1地区　39人（区域担当37人・主任児童委員2人）

1 大 井 町 ○ 寺下　かつ子 37 2 39

1地区　40人（区域担当38人・主任児童委員2人）

1 松 田 町 ○ 小野　治三郎 38 2 40

1地区　38人（区域担当36人・主任児童委員2人）

1 山 北 町 ○ 瀬戸　一男 36 2 38

1地区　35人（区域担当33人・主任児童委員2人）

1 開 成 町 ○ 瀨戸　俊彦 33 2 35

1地区　45人（区域担当42人・主任児童委員3人）

1 箱 根 町 ○ 村上　ちず子 42 3 45

1地区　21人（区域担当19人・主任児童委員2人）

1 真 鶴 町 ○ 横山　公 19 2 21

1地区　54人（区域担当50人・主任児童委員4人）

1 湯 河 原 町 ○ 布施谷　日出一 50 4 54

寒川町

葉山町

番号 地区名 氏名
民生委員・児童委員数

開成町

箱根町

真鶴町

湯河原町

大磯町

二宮町

中井町

大井町

松田町

山北町

32



電話
FAX

横須賀市本町2‐1　横須賀市立総合福祉会館2階 046(821)1301

　市社協　地域福祉課 046(827)0264

平塚市浅間町9‐1 0463(21)9848

　福祉総務課地域福祉担当 0463(21)9742

鎌倉市御成町18‐10 0467(61)3958

  生活福祉課 0467(23)7505

藤沢市朝日町1‐1 0466(50)8245

　福祉総務課 0466(50)8441

小田原市荻窪300 0465(33)1863

　福祉政策課福祉政策係 0465(33)1849

茅ヶ崎市茅ヶ崎1‐1‐1 0467(81)7152

　地域福祉課福祉活動推進担当 0467(82)5157

逗子市逗子5-2-16 046(873)1111

　社会福祉課社会福祉係 046(873)4520

三浦市城山町1-1 046(882)1111

　福祉課 046(881)0148

秦野市緑町16‐3　秦野市保健福祉センター内 0463(84)5511

　市社協  団体事務センター管理班 0463(85)1301

厚木市中町1-4-1　厚木市保健福祉センター5階 046(225)2949

　市社協　地域福祉係 046(225)3036

大和市鶴間1‐31‐7　保健福祉センター内 046(260)5604

　健康福祉総務課地域福祉係 046(262)0999

伊勢原市田中348 0463(94)4718

　福祉総務課 0463(95)7612

海老名市勝瀬175－1 046(235)4820

　福祉政策課 046(235)7015

座間市緑ケ丘1‐1‐1 046(252)8247

　地域福祉課 046(255)3550

南足柄市関本440 0465(73)8022

　福祉課 0465(74)0545

綾瀬市早川550 0467(70)5613

　福祉総務課福祉・生活支援担当 0467(70)5702

愛甲郡愛川町角田251－1 046(285)2111

　福祉支援課地域福祉班 046(285)6010

愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 046(288)3861

　保健福祉課福祉係 046(288)2025

三浦郡葉山町堀内2135 046(876)1111

　福祉課社会福祉係 046(876)1717

高座郡寒川町宮山165 0467(74)1111

　福祉課総務担当 0467(74)5613

鎌倉市民生委員児童委員協議会

市町村民生委員児童委員協議会一覧

253-0196

251-0192

252-1192

243-0392

243-0195

259-1188

243-0492

252-8566

248-8686

251-8601

250-8555

253-8686

240-0192

243-0018

242-0004

238-0298

257-0054

住　　　　　　　所〒名　　　称

横須賀市民生委員児童委員協議会

平塚市民生委員児童委員協議会

238-0041

254-8686

藤沢市民生委員児童委員協議会

小田原市民生委員児童委員協議会

茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会

逗子市民生委員児童委員協議会

三浦市民生委員児童委員協議会

海老名市民生委員児童委員協議会

秦野市民生委員児童委員協議会

249-8686

厚木市民生委員児童委員協議会

大和市民生委員児童委員協議会

伊勢原市民生委員児童委員協議会

座間市民生委員児童委員協議会

寒川町民生委員児童委員協議会

南足柄市民生委員児童委員協議会

綾瀬市民生委員児童委員協議会

愛川町民生委員児童委員協議会

清川村民生委員児童委員協議会

葉山町民生委員児童委員協議会
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電話
FAX

住　　　　　　　所〒名　　　称

中郡大磯町東小磯183 0463(61)4100

　福祉課地域福祉係 0463(61)6002

中郡二宮町二宮961 0463(75)9289

　福祉保険課 0463(73)0134

足柄上郡中井町比奈窪104‐1 0465(81)5548

　福祉課　 0465(81)5657

足柄上郡大井町金子1964－1 0465(83)8024

　福祉課 0465(83)8016

足柄上郡松田町松田惣領2037 0465(83)1226

　福祉課　　　 0465(44)4685

足柄上郡山北町山北1301-4 0465(75)3644

　福祉課 0465(79)2171

足柄上郡開成町吉田島1043-1 0465(82)5222

　町社協内 0465(82)5928

足柄下郡箱根町湯本256 0460(85)7790

　福祉課地域福祉係 0460(85)8124

足柄下郡真鶴町岩244‐1 0465(68)1131

　福祉課 0465(68)5119

足柄下郡湯河原町中央2‐2‐1 0465(63)2111

　社会福祉課 0465(63)2940

電話
FAX

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045(534)5812

　かながわ県民センター12階 045(312)6307

電話
FAX

東京都千代田区霞が関3-3-2 03(3581)6747

　新霞が関ビル 03(3581)6748

258-0019

258-8585

258-0195

255-8555

259-0196

259-0153

全国民生委員児童委員連合会 100-8980

221-08435

箱根町民生委員児童委員協議会

真鶴町民生委員児童委員協議会

湯河原町民生委員児童委員協議会

名　　　称 〒

神奈川県民生委員児童委員協議会

250-0398

259-0202

259-0392

中井町民生委員児童委員協議会

大井町民生委員児童委員協議会

松田町民生委員児童委員協議会

名　　　称 〒

山北町民生委員児童委員協議会

開成町民生委員児童委員協議会 258-0021

住　　　　　　　所

住　　　　　　　所

二宮町民生委員児童委員協議会

大磯町民生委員児童委員協議会
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＊神奈川県民児協の位置づけ＊  

 

すべての民生委員・児童委員は、市町村の一定区域ごとに設置される「民生委員児

童委員協議会」（略称：民児協）に所属し活動しています。 

この市町村の一定区域ごと（町村は、原則として町村全域で一つの区域）に民児協

を設置することは民生委員法第 20 条に規定されていることから、この民児協を「法定

単位民児協」と呼んでいます。 

一方、市、区、都道府県・指定都市の段階にも民児協は設置されています。その範囲

は法定単位民児協の区域よりも広域であり、その域内にある法定単位民児協の連合組

織であることから「連合民児協」と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県民児協は、政令指定都市を除く 30 市町村の民児協で構成されています。 

任意で設置される組織ですが、県域の民生委員・児童委員の全員が参加し、 

団結することにより発言力を強め、 

民児協の役割のひとつである意見具申が効果的に行えるのです。 

 

 

 

 
神奈川県民児協は、県域の民生委員・児童委員全員が 

会員である「会員組織」です。 

各市町村民児協の会長が集い、 

方向性や活動内容を決定して進めています。 

より良い民生委員・児童委員活動のために、 

スケールメリットを生かした活動をする場として 

運営していきましょう！ 




